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１ 令和６年度基準改正事項（訪問入浴介護）  

訪問入浴介護に係る主な基準の改正事項を掲載します。各サービスに共通する改正事項に

ついては別添の「共通説明資料」をご確認ください。 

 

(1) 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 

認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用

いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとする。なお、複数の判定結果

がある場合には、最も新しい判定を用いる。 

医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入し

た同通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の

「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常

生活自立度も含めて情報を共有することとなる。 

【介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）問 18参考】 



- 2 - 
 

(2) 訪問入浴介護における看取り対応体制の評価  

 
 


